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 本県においては、平成１２年の「地方分権推進一括法」の施行を受け、平成１４年か

ら市町村と県とで市町村への権限移譲のあり方等について検討を進め、平成１５年９月

に「市町村への権限移譲計画」を策定して取り組んできたところです。 

 この間、県内各地域で「平成の大合併」が進み、平成１７年１０月には本県市町村が

２１の体制（平成２３年１０月には現在の１９の体制）へと大きく様相が変わったほか、

地方分権を巡る国の取り組みや住民意識の高まりの面でも相当な進展が図られつつあり

ます。 

 こうした経緯と情勢変化を受けて、県としては地方分権の流れを確かなものとし、地

域のことは地域で決める真の地域主権型システムの構築を目指して、権限移譲の一層の

推進を図ることとしました。 

 平成１８年１０月に権限移譲計画の改訂に向けて県の素案を取りまとめ、市町村と首

長レベル・事務レベルでの協議・意見交換を重ねながら、市町村の意見・要望等も十分

踏まえて、このたび改訂計画を策定したところです。 

 改訂計画においては、移譲対象事務・権限メニューを大幅に追加すると共に、権限移

譲の基本理念や分野別の移譲の考え方、また国・県・市町村の役割分担の考え方等につ

いても一定の整理を行いました。 

 県としては、この改訂計画の内容を権限移譲に係る中長期的な取り組みの方向性を示

した「権限移譲の指針」と位置づけ、それぞれの市町村の規模や体制等も踏まえて個別

に議論を重ねながら、具体の権限移譲を進めていきたいと考えています。 

 市町村においても、住民に最も身近な総合的行政主体として、住民サ－ビスの充実を

図る観点から積極的に権限移譲に取り組んでいただくことを期待するものです。 

 折しも平成１８年１２月には「地方分権改革推進法」が成立し、国全体での本格的な

地方分権の議論や取り組みが始まるなど、地方分権改革は今大きく加速しようとしてい

ます。 

 地方分権が目指す「ゆとりと豊かさを実現し、個性と活力に満ちた地域社会の構築」

に向けては、住民と行政、県と市町村が、意識の共有をしっかり図りながら実践するこ

とが何より重要であり、関係各位のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

  

第１　計画改訂にあたって

（１）計画改訂の趣旨 
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    ～ゆとりと豊かさを実現し、個性と活力に満ちた地域社会の構築～ 

  

 平成１２年４月の地方分権推進一括法の施行により、国と地方の関係は、中央省庁主

導の中央集権型行政システムから、地域社会の多様性を重視した地域主導の地方分権型

システムへと大きく転換した。 

 国と地方の関係が「上下・主従」から「対等・協力」の関係となり、自らの地域のこ

とは自らが意思決定を行い、その結果に対しては自ら責任を負う「自己決定・自己責任

の原則」のもとで、地方自治体の役割は大きな変化を遂げることとなった。 
 また、平成２６年からは、従来の国主導による委員会勧告方式から、地域の事情や課

題に精通した地方の「発意」と「多様性」を重視し、個々の地方公共団体から全国的な

制度改正の提案を広く募る「提案募集方式」が導入され、国主導の改革から、地方の提

案に基づくボトムアップ型の改革に移行し、より現場目線でボトムアップ型の地方分権

改革が推進されている。 

 地方分権の究極の目的は、国民が真に「ゆとりと豊かさを実現できる社会」の構築を

目指すことであり、国と地方が分担すべき役割と責任を明確にし、地方の自主性・自立

性を高めつつ、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図らねばならない。 

 

 

 

 

    ～地域づくり・住民サービスの総合的行政主体としての市町村～ 

  

 住民にとって身近な行政サービスの提供や地域における望ましいまちづくりは、地域

の特性を活かすためにも、住民自治の観点からも、可能な限り住民に身近な行政主体で

ある基礎自治体が担うことが地方自治の基本である。 

 社会経済環境の時代変化や国・地方を通じた厳しい財政状況のなかで、行政に課せら

れた課題はますます高度化・多様化しており、これらに主体的・総合的に取り組むこと

が今後の基礎自治体に求められる。 

 県内の各地域で進められた市町村合併は、この今後の基礎自治体のあるべき姿を念頭

においての取り組みの結果であり、合併による規模・能力の拡大等を踏まえ、地方分権

の主役としての基礎自治体の機能強化が重要となる。 

 
 
 
 
 

第２　権限移譲の基本理念

（１）地方分権改革の理念 

（２）今後の基礎自治体のあるべき姿 

１ 目指すべき分権型社会 
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中央政府   

 
 
 

    ～市町村を包括する県の機能は「広域」「連絡調整」「補完」に限定～ 

  

 地方自治法に定められている都道府県の役割は、①広域にわたるもの（広域事務）、

②市町村に関する連絡調整に関するもの（連絡調整事務）、③規模又は性質において一 
般の市町村が処理することが適当でないもの（補完事務）に限定されており、この３つ

の機能は、市町村との役割分担の前提となるものである。 

 今後、市町村の規模・能力の拡大に伴い、一般的に補完機能については縮小すると考

えられるが、より高度な専門的知識や技術の先導的な提供などの分野においては、補完

機能が引き続き求められる。 

 また、広域的機能は今後更に重要となり、社会のグローバル化に伴う広域的行政課題

への対応や、市町村の範囲を越えた圏域全体の総合的なプロデューサー・コーディネー

ターの役割の強化が求められる。 

 
 
 
 

    ～行政の役割分担のメルクマール～ 

 
 現在、行政が関与している全ての事務事業については、まずは行政と民間の役割を厳

格に見直した上で、行政の守備範囲とされるものについて、国・広域自治体・基礎自治

体の役割分担を明確化し、地方の所管領域を確立する必要がある。 

 国は、①外交・防衛等の国家の存立に関わる事務、②地方制度や公的年金等の全国的

に統一して定めるべき事務、③高速道路整備等の全国的規模・視点で行わなければなら

ない施策や事務等、真に国が果たすべきものに重点化し、その他の内政事務の多くを地

方に移譲すべきである。 

 地方で担うべきものについては、「市町村優先の原則」と「補完性の原理」に基づい

て、基礎自治体で出来ることは可能な限り基礎自治体で担うことを基本に、役割分担を

見直す必要がある。 

 

［県と市町村の役割分担の大原則］ 

 「市町村優先の原則」と「補完性の原理」の徹底 

  ●市町村優先の原則  住民に身近な行政は基礎自治体である市町村が中心に担う 

  ●補完性の原理   「問題はより身近なところで解決する」という理念により、まずは基礎 

                自治体を最優先し、次いで広域自治体、最後に国が担うという考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 域 自 治 体  
 

基 礎 自 治 体  
 

地 域 ・ Ｎ Ｐ Ｏ が サ ポ ー ト  

 
家 庭 で サ ポ ー ト  

 
個 人 で 解 決  

（３）広域自治体としての県の今後の役割 

 

（４）分権時代の「国と地方」「県と市町村」のあり方 
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  ～県・市町村の適切な役割分担と連携・協力～ 

 今後の望ましい地方分権を推進するうえで、県と市町村は地方行政を担う車の両輪と

して、適切な役割分担とそれに基づく連携・協力が必要不可欠である。 

 これまで述べたとおり、市町村（基礎自治体）＝「地域づくり・住民サービスの総合

的行政主体」、県（広域自治体）＝「市町村を包括する広域の行政主体」という位置づ

けのもと、地方自治における「市町村優先の原則」により、両者の役割分担を再整理す

る必要がある。 

 そのうえで、役割と責任を明確にした県と市町村が、住民への行政サービスを「協働

して提供」しなければならず、それぞれの行政分野ごとに分担と連携のあり方を検討し

ていく必要がある。 

 なお、市町村はその規模・体制等で千差万別であり、大きな格差が実態上存在してい

ることから、連携するうえでも、個々の市町村の実状や特性に応じた多様できめ細かな

連携・協力のあり方に注意しなければならない。 

 また、市町村間の連携・協力の強化も今後重要となり、行政分野によっては、市町村

相互で事務を役割分担したり受委託するなどの「水平補完」＝（共助）についても十分

検討していく必要がある。 

 

 

 

※ 上記 (１) ～ (５) の視点から具体的な「国・県・市町村の役割分担と事務権限の

あり方」を概観すると、次表のとおりである。 

  

（５）県と市町村の新たなパートナーシップの構築 
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【現状　現行法体系】

行政分野 分類 国 県（広域自治体） 市町村（基礎自治体）

司法 裁判所、矯正・更正施設

検察 検察

税金 税の賦課徴収(国税） 税の賦課徴収(県税） 税の賦課徴収(市町村税）

通貨 通貨管理

外交 外交、通商、関税

登記 登記（不動産・法人） 戸籍、住民登録

防衛 国土防衛

犯罪 国際犯罪・テロ対策・密輸密航取締 警察

災害 大規模災害 広域災害支援 地域災害対応

消防 消防・救急

危険物 危険物規制（基準設定等） 危険物規制（消防法以外） 危険物規制（消防法関連）

生活保護 　 福祉事務所設置運営（町村分） 福祉事務所設置運営（市）

介護保険 介護保険者の調整、事業者指導 介護保険事業

高齢者 高齢者福祉施設の設置許可等 高齢者福祉サービス

障がい者 自立支援相談 自立支援給付、地域生活支援

児童 児童相談、児童相談所設置運営、児童措置 児童相談

保育所 保育所設置認可等 保育の実施

法人 広域法人指導等 福祉法人、施設指導等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康保険 健康保険の企画 老人保健、国保（財政・実施）

年金 年金（企画・実施）

医療 保健医療施策の企画 地域医療計画の策定

病院 病院運営（国立） 病院運営（県立） 病院運営（市町村立）

地域保健 保健所の設置運営

法人指導 広域法人指導等 医療法人、医療機関指導等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

感染症 感染症対策（企画、危機管理） 感染症対策（予防・監視）

薬事 医薬品製造許可等 医薬品販売許可等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

麻薬 麻薬薬物等取締（製造・密輸等） 麻薬薬物等取締（流通等）

食品安全 食品安全（企画、危機管理） 食品安全（衛生対策、危機管理）

衛生指導 理美容・旅館業等事業者規制 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上水道 水道事業認可（給水５万人超） 水道事業認可（給水５万人以下）

広域水道事業（実施） 水道事業（実施）

公害 環境基準（企画） 公害防止対策（大気・水質等） 公害防止対策（騒音・振動等）

廃棄物 産廃処理業の許可等 一般廃棄物処理（実施等）

浄化槽 浄化槽設置指導監督 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然保護 自然環境保護対策（企画） 自然環境保護対策（啓蒙・活動）

自然公園 国立公園（指定・管理） 国定・県立自然公園管理等 公園事業

旅券 出入国管理 旅券の発行・交付給付 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＮＰＯ ＮＰＯ認証（広域） ＮＰＯ認証（県内） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消費者 消費者対策（企画、規制） 消費者対策（相談・啓発） 消費者対策（相談・啓発）

交通 運輸施策（交通計画） 地域交通対策（広域） 地域交通対策

運輸 自動車登録検査・海運業許可

航空 航空管制

情報 情報通信、放送（企画・監視） 地域情報基盤整備 地域情報基盤整備

国・県・市町村の役割分担と事務権限のあり方

国政

安全

福祉

保健衛生

環境

生活一般

交通通信
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【県→市町村　権限移譲後】

行政分野 分類 国 県（広域自治体） 市町村（基礎自治体）

司法 裁判所、矯正・更正施設

検察 検察

税金 税の賦課徴収(国税） 税の賦課徴収(県税） 税の賦課徴収(市町村税）

通貨 通貨管理

外交 外交、通商、関税

登記 登記（不動産・法人） 戸籍、住民登録

防衛 国土防衛

犯罪 国際犯罪・テロ対策・密輸密航取締 警察

災害 大規模災害 広域災害支援 地域災害対応

消防 消防・救急

危険物 危険物規制（基準設定等） 危険物規制（広域・調整） 危険物規制（住民関連全般）

生活保護 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福祉事務所設置運営（市・町村）

介護保険 介護保険者の調整 介護保険事業、事業者指導

高齢者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高齢者福祉サービス、施設設置許可等

障がい者 専門相談 自立支援給付、相談、地域生活支援

児童 児童相談、児童相談所設置運営、児童措置 児童相談

保育所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保育所設置認可、保育の実施

法人 広域法人指導等 福祉法人、施設指導等 福祉法人、施設指導等（保育所等）

健康保険 健康保険の企画 老人保健、国保（財政・実施）

年金 年金（企画・実施）

医療 保健医療施策の企画 地域医療計画の策定

病院 病院運営（国立） 病院運営（県立） 病院運営（市町村立）

地域保健 保健所の設置運営

法人指導 広域法人指導等 医療法人、医療機関指導等 病院関連施設登録指導等

感染症 感染症対策（企画、危機管理） 感染症対策（予防・監視）

薬事 医薬品製造許可等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 医薬品販売業許可、毒劇物規制

麻薬 麻薬薬物等取締（製造・密輸等） 麻薬薬物等取締（流通等）

食品安全 食品安全（企画、危機管理） 食品安全（衛生対策、危機管理）

衛生指導 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理美容・旅館業等事業者規制

上水道 水道事業認可（給水５万人超） 水道事業認可（給水５万人以下）

広域水道事業（実施） 水道事業（実施）

公害 環境基準（企画） 公害防止対策（大気・水質基準） 公害対策（大気・水質・騒音・振動等）

廃棄物 産廃処理業の許可等 一般廃棄物の処理・施設許可

浄化槽 浄化槽検査機関指定等 浄化槽設置指導監督

自然保護 自然環境保護対策（企画） 自然環境保護対策（啓蒙・活動）

自然公園 国立公園（指定・管理） 国定・県立自然公園管理等（広域・大規模） 国定・県立自然公園管理等

旅券 出入国管理 旅券の発行 旅券の申請受理・交付

ＮＰＯ ＮＰＯ認証（広域） ＮＰＯ認証（県内） ＮＰＯ認証（市町村内）

消費者 消費者対策（企画、規制） 消費者対策（相談・啓発） 消費者対策（相談・啓発）

交通 運輸施策（交通計画） 地域交通対策（広域） 地域交通対策

運輸 自動車登録検査・海運業許可

航空 航空管制

情報 情報通信、放送（企画・監視） 地域情報基盤整備 地域情報基盤整備

国政

安全

福祉

保健衛生

環境

生活一般

交通通信
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【現状　現行法体系】

行政分野 分類 国 県（広域自治体） 市町村（基礎自治体）

道路 高速道路・一般国道の整備管理 県管理国道・県道の整備管理 市町村道の整備管理

河川 一級河川（指定区間外）管理 一級河川（指定区間）・二級河川管理 準用河川管理

海岸 海岸環境整備・保全・利用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

港湾 重要港湾指定 港湾管理（重要・県管理地方港湾） 港湾管理（市町村管理地方港湾）

空港 空港管理（主要地方空港） 空港管理（地方空港）

砂防 砂防・地すべり指定管理

公園 都市公園（国営） 都市公園（広域） 都市公園

景観 景観の規制取締 景観の規制取締(県条例） 景観の規制取締（市町村条例）

下水道 流域下水道 公共下水道

住宅 公営住宅整備管理 公営住宅整備管理

建築 建築基準 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農産振興 生産力向上支援、ブランド育成等 生産力向上支援、ブランド育成等

改良普及 農業改良普及事業

農業団体 農業団体認可、検査（県域以上） 農業団体認可、検査（県域未満）

農地基盤 土地改良事業計画等（国営） 土地改良事業計画等（国営以外） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

林業政策 森林組合設立認可等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

林道 林道整備（大規模） 林道整備（広域・幹線） 林道整備

鳥獣対策 鳥獣保護事業計画、捕獲許可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

漁業調整 指定漁業許可 漁業許可、漁業権免許

漁港 漁港管理（２種～４種） 漁港管理（１種）

国土利用 国土利用全国計画の策定 土地取引の監視・規制取締 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市計画 都市計画指定、地域地区の同意 地域地区の決定

土地区画整理・市街地再開発事業許可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農地保全 農地確保基本指針の策定 農業振興地域の指定 農用地区域の指定

　 農地転用 農地転用（指定市町村）

森林保全 保安林指定（重要流域） 保安林指定（重要流域外）、管理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

産業政策 産業政策（企画・助成） 地域産業政策 地域産業振興（地場・伝統工芸等）

中小企業 中小企業対策（企画・助成） 中小企業対策（融資・助成）

商工団体 商工会議所設立認可 商工会・中小企業協同組合認可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

商業振興 中心市街地活性化、大店立地 中心市街地活性化、商店街振興

企業立地 企業立地対策 企業立地対策

観光 観光振興（広域） 地域観光振興

雇用 雇用施策（企画） 地域雇用施策

職業支援 職業安定（職業紹介・雇用保険） 職業能力開発支援（職業訓練）

労使 労使紛争調停等（中労委） 労使紛争調停等（地労委）

労働 労働基準、労働災害（企画・監督）

大学 公私立大学設置認可、国立大学運営 公立大学設置運営 公立大学設置運営

高校 県立高校設置運営 公立高校設置運営

小中学校 公立小中学校設置運営

特殊諸学校 盲・ろう・養護学校設置運営

義務教育 義務教育（企画） 義務教育（学級編成・定数） 義務教育（教科書採択等）

教員 教員人事（任免・給与決定等）

学校法人 法人指導（大学） 法人指導（高・小中・専門）

文化財 文化財の指定・規制（専門性・広域性が大） 文化財の指定・規制（専門性・広域性） 文化財の指定・規制

社会資本

農林水産

教育文化

国土利用

産業経済

雇用労働
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【県→市町村　権限移譲後】

行政分野 分類 国 県（広域自治体） 市町村（基礎自治体）

道路 高速道路・一般国道の整備管理 県管理国道・県道の整備管理 市町村道・県道（地域完結）の整備管理

河川 一級河川（指定区間外）管理 一級河川（指定区間）・二級河川管理 準用河川管理

海岸 海岸環境整備・保全 海岸利用

港湾 重要港湾指定 港湾管理（重要・県管理地方港湾） 港湾管理（市町村管理・県管理（地域利用）

空港 空港管理（主要地方空港） 空港管理（地方空港）

砂防 砂防・地すべり指定管理

公園 都市公園（国営） 都市公園（広域） 都市公園

景観 景観の規制取締 景観の規制取締（県条例） 景観の規制取締（市町村条例）

下水道 流域下水道 公共下水道

住宅 公営住宅整備管理 公営住宅整備管理

建築 建築基準（特定行政庁以外） 建築基準（特定行政庁）

農産振興 生産力向上支援、ブランド育成等 生産力向上支援、ブランド育成等

改良普及 農業改良普及事業

農業団体 農業団体認可、検査（県域以上） 農業団体認可、検査（県域未満）

農地基盤 土地改良事業計画等（国営） 土地改良事業計画等（県・市町村営） 土地改良事業計画等（国・県・市町村営以外）

林業政策 森林組合設立認可等（広域） 森林組合設立認可等（地域完結）

林道 林道整備（大規模） 林道整備（広域・幹線） 林道整備

鳥獣対策 鳥獣保護事業計画、捕獲許可（クマ） 鳥獣捕獲許可（クマ以外全般）

漁業調整 指定漁業許可 漁業許可、漁業権免許

漁港 漁港管理（２種（広域）～４種） 漁港管理（１種及び２種（地域完結））

国土利用 国土利用全国計画の策定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土地取引の監視・規制取締

都市計画 都市計画指定、地域地区の同意 地域地区の決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土地区画整理・市街地再開発事業許可

農地保全 農地確保基本指針の策定 農業振興地域の指定 農用地区域の指定

　 農地転用（４ｈａ超） 農地転用（４ｈａ以下）

農地転用（指定市町村）

森林保全 保安林指定（重要流域） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保安林指定（重要流域外）、管理

産業政策 産業政策（企画・助成） 地域産業政策 地域産業振興（地場・伝統工芸等）

中小企業 中小企業対策（企画・助成） 中小企業対策（融資・助成）

商工団体 商工会議所設立認可 商工団体認可（広域） 商工会・中小企業協同組合認可

商業振興 商業振興（広域） 中心市街地活性化、商店街振興

企業立地 企業立地対策 企業立地対策

観光 観光振興（広域） 地域観光振興

雇用 雇用施策（企画） 地域雇用施策

職業支援 職業安定（職業紹介・雇用保険） 職業能力開発支援（職業訓練）

労使 労使紛争調停等（中労委） 労使紛争調停等（地労委）

労働 労働基準、労働災害（企画・監督）

大学 公私立大学設置認可、国立大学運営 公立大学設置運営 公立大学設置運営

高校 県立高校設置運営 公立高校設置運営

小中学校 公立小中学校設置運営

特殊諸学校 盲・ろう・養護学校設置運営

義務教育 義務教育（企画） 義務教育（学級編成・定数） 義務教育（教科書採択等）

教員 教員人事（任免・給与決定等）

学校法人 法人指導（大学） 法人指導（高・小中・専門）

文化財 文化財の指定・規制（専門性・広域性が大） 文化財の指定・規制（専門性・広域性） 文化財の指定・規制

社会資本

農林水産

教育文化

国土利用

産業経済

雇用労働
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 地方分権の進展、市町村の自治能力の向上など、県と市町村を取り巻く環境の変化を

踏まえ、住民に身近な総合行政主体である市町村の行政能力を強化し、住民の視点に立

った行政サービスの向上や、地域の問題を地域自らで決定する範囲の拡大に資すること

を目指す「市町村優先の原則の徹底」を基本的な考え方として、県と市町村の適切な役

割分担のもと、市町村の規模・体制の差も考慮しつつ、市町村への事務・権限の移譲を

積極的に進めていく。 

 

 

 

 

 権限移譲を具体的に推進していくに当たっては、各市町村の体制等がそれぞれ異なる

ことから、次の点に留意して行う。 

 

 ア. 市町村が自由に選択できる権限移譲の推進  
  地域住民の意向を反映した自主的・主体的なまちづくりが出来るよう、市町村が自

由に選択できることとする。 

 

 イ. 段階的な権限移譲の推進   

  権限移譲が市町村の行財政基盤の熟度に応じて、段階的に選択できることとする。 

  

（１）権限移譲の推進に係る島根県の基本姿勢 

（２）権限移譲の推進方法 

２ 権限移譲の基本的な考え方 
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 事務・権限の移譲事務の具体的なメニュー化や移譲の可否を判断するに際しては、下

記の点に留意する。 

 

 

 ア. 移譲対象事務・権限の選定の判断基準   

  選定の判断基準は、以下のとおりとする。 

① 住民起点 

住民にとって分かり易く、住民の利便性の向上に結びつくこと 

② 地域主体 

住民に最も身近な市町村が、「自己決定・自己責任」の原則のもとに、個

性豊かな自立型の地域づくりを担うことができること 

③ 県と市町村のあるべき役割分担 

各行政分野ごとに県と市町村のあるべき役割分担を整理し、それとの整合

性がとれたものであること 

 

なお、いずれの市町村においても遍く担うことが望ましい事務・権限という観点か

らではなく、市町村ごとの体制等に応じた自由選択制を前提として、市町村の選択肢

（メニュー）として幅広く選定することとする。 

 

 

 イ. 包括移譲（パッケージ）方式   

住民利便の向上と、県・市町村双方の行政効率の向上が可能なものは、業務的に関

連する複数の「最小の移譲単位」を包括化（パッケージ）し、一括して移譲すること

を提案する。 

ただし、条件整備等が必要な場合は、効率性を著しく妨げない範囲で、パッケージ

の中の「最小の移譲単位」で移譲できることとする。 

 

 

 ウ. 移譲対象メニューの随時見直し・追加   

移譲対象となる事務・権限のメニューは、個別の法律改正や住民ニーズの状況変化

等を踏まえ、随時見直し（ローリング）を行うこととする。 

また、権限移譲計画のメニューとされていない事務についても、市町村からの申し

出により、随時移譲の可否について検討することとする。 

  

（３）移譲対象となる事務・権限メニューの考え方 
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権限移譲に際しては、事務・権限の内容・事務量に応じた「財源」「人」を適切に措

置することが基本となる。 

移譲された事務・権限が市町村において円滑に実施されるよう、県は市町村に対して

次の財源措置及び人的支援その他の支援措置を講ずることとする。 

 

 ア. 財 源 措 置  
① 「条例による事務処理の特例（自治法§252 の 17 の 2）」による移譲の場合 

地方財政法第２８条の規定に基づき、移譲を受けようとする市町村に超過負

担が生じないよう、「しまね市町村総合交付金（事務処理特例交付金）」によ

り、事務処理の実態に見合う交付金措置を行う。 

② 事務・権限が法定移譲される場合 

福祉事務所や建築特定行政庁の設置、公共土木施設の管理等、個別法令に基

づいて事務・権限が移譲される場合は、その内容に応じて地方交付税算定の対

象となり、地方財政措置がなされる。 

 

 イ. 人 的 支 援  
移譲に伴う必要な人員の確保については、上記の財源措置のなかに人件費相当分が

含まれるため、基本的に市町村自らが組織体制を整備し、必要な人材を確保すること

が原則となる。 

移譲事務の処理に専門的知識や技術を必要とする場合には、その習得や人材育成の

ため、「市町村への人材派遣制度」に基づく「県職員の派遣（自治法§252 の 17）」

などのほか、市町村からの研修生の受け入れ等の人的支援を行う。 

 

 ウ. 適切な事務処理確保のための基本的支援  
① 市町村職員研修会等の開催 

県は、必要に応じて市町村職員を対象とした説明会・研修会等を開催し、適

切な事務処理が確保されるための支援を行う。 

② 事務処理マニュアル等の作成 

事務の引継ぎに当たっては、必要に応じて事務処理マニュアル等を作成する。 

③ 条例等の整備に係る支援 

移譲に伴い市町村が制定することとなる条例・規則等の整備に当たっては、

必要に応じて助言等を行う。 

④ 移譲後のフォローアップ 

県は、移譲後においても市町村の相談等に対して適切に対応し、県・市町村

間の連絡体制の確保や、必要に応じて市町村に出向いて助言等のフォローアッ

プを行う。 

  

（４）権限移譲に伴う措置（財源措置・人的支援等）の考え方 
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【環境生活分野】 

○ 一般旅券の申請受理及び交付事務、ＮＰＯ（特定非営利活動）法人の設立認証・監

督事務など、住民生活に密接に関わる行政サービスの利便性の向上や事務処理の迅速

化に結びつくものについては、市町村に事務権限を移譲していく。 

 

○ 消費者対策については、民間事業者の規制関係は複数市町村にまたがるか１市町村

で完結するかで県と市町村で役割分担し、消費者苦情相談や啓発活動等については県

・市町村双方の責務として連携協力して事務を行う。 

 

○ 自然公園（国定公園・県立自然公園）については、地域の指定や指定に係る実地調

査等広域に亘るものは県が行い、公園内の行為の許可・規制等の公園管理は大規模な

ものを除き住民生活に密着したものについては市町村に事務権限を移譲していく。 

 

○ 公害防止対策については、排出基準の設定や大気汚染・ダイオキシンの監視など広

域的な対応が必要なものは県が行い、騒音・振動・悪臭・ばい煙規制や土壌汚染対策

等住民生活に密着し地域内で完結する事務については、専門職員の配置等体制整備が

可能な市町村に事務権限を移譲していく。 

 

○ 廃棄物対策については、産業廃棄物は市町村の区域を越えて運搬・処分され、広域

的及び専門的対応が必要であることから、引き続き県が規制監督していく。一般廃棄

物は市町村の区域内処理が原則であり、現行法での市町村権限と併せて市町村による

一元的な対応が可能となるよう、県の事務権限を移譲していく。 

第３　権限移譲の対象事務と手続き

（１）行政分野別 事務・権限の移譲の考え方 
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【健康福祉分野】 

○ 県民の保健・医療・福祉に関するニーズはますます高度化・多様化し、住民に身近

な市町村において、住民の視点に立った、より細やかなサービス提供が求められてお

り、市町村への事務権限の移譲を積極的に進めていく。なお、同様の観点から、福祉

事務所等が行う事務についても、町村福祉事務所の設置促進などにより、市町村への

事務権限の移譲を進めていく。 

 

（一般的な事務・権限移譲） 

○ 医療行政のうち病院・診療所の開設、医療法人の設立許可等の医療機関本体の規制

権限については広域医療圏の調整の観点から県が行うが、病院に関連する歯科技工所

・衛生検査所・鍼灸マッサージ師等の登録届出事務等については市町村に事務権限を

移譲していく。 

 

○ 薬事行政については、店舗販売業・薬局開設の許可、毒劇物の規制取締事務は専門

職員の配置等の体制が可能な市町村に移譲し、他方、麻薬・大麻・覚せい剤等の取締

事務は広域性や警察司法等の関連から県が引き続き担う。 

 

○ 理美容業・クリーニング業・旅館業・公衆浴場業等の生活衛生分野の事業者の規制

等については、統一の基準設定を県が行った上で実務の事務権限を市町村に移譲して

いく。 

 

○ 保育の実施は市町村の責務であり、民間保育所の設置者の多くは保育所のみを運営

する法人であることから、実施する事業の事業所が一市町村の区域内のみに所在する

社会祉法人の設立及び保育所の設置認可等の事務権限を市町村に移譲していく。 

 

○ 介護保険については、実施主体は市町村であることから、広域的な調整を要する事

務等を除き、可能な限り市町村に事務権限を移譲していく。なお、介護保険サービス

事業者の指定等については改正された制度の定着状況を踏まえ統一の基準設定を県

が行った上で、市町村に移譲していく。 

 

○ 障がい者福祉については、障害者自立支援法により身体・知的・精神の三障がいに

係る福祉サービスを一元化した上で、サービスの提供は原則として市町村が行うこと

となったことから、県は専門相談や人材育成等、広域的・専門的な事務を行うことと

し、障がい者手帳の交付、在宅サービス事業者の指定等の事務権限は市町村に移譲し

ていく。 

 

（福祉事務所設置等による事務権限移譲） 

○ 生活保護や母子福祉などの事務については、市町村合併の進展や保健・福祉分野に

おける市町村の役割重視の流れ等から、町村における福祉事務所の設置促進を図り、

事務の移譲を進める。 

 

○ 市保健所の設置については、人口規模要件を２０万人以上とする運用上の制限を緩

和し、保健所運営に意欲と能力を有する市を地域保健法施行令の指定対象とするよ

う、国に対し働きかけるとともに、保健所設置を要件としないが薬事・保健・医療等、

一定の体制を必要とする事務については、保健所設置の意向を有する市などに対して

重点的に移譲を進めていく。 
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【農林水産分野】 

○ 農林水産業の振興や農山漁村の活性化に関する事務については、個別の法体系や国

庫補助事業の仕組みのこともあり、県と市町村が一体となって重層的に行っているも

のが多い。今後、県と市町村の望ましい役割分担と連携を検討するなかで、国への制

度改正の提案や市町村への事務権限の移譲を進めていく。 

 

○ 農地利用については、農業振興地域制度による農振地域の指定や農振地域整備計画

の同意に関する事務は広域的農業振興の観点から引き続き県が行う一方で、個別の農

地転用許可は、国に協議が必要となる４ha 超のものを除き、市町村に移譲していく。

但し、農地法に基づき、農林水産大臣が指定する市町村については、県と同様の権限

を持つことができる。 

 

○ 国・県営及び市町村営以外の土地改良事業については、土地改良区の設立認可、換

地計画・交換分合計画の認可等の許認可権限のうち、対象地域が市町村で完結するも

のについて事務権限を移譲していく。 

 

○ 保安林の指定・解除については、局所的な災害予防等を目的とする保安林はもとよ

り、水源涵養や土砂崩壊防止等を目的とする保安林についても、市町村との協議を踏

まえ可能なものは事務権限を移譲していく。 

 

○ 鳥獣保護・狩猟適正化等の鳥獣対策については、引き続き県で策定する鳥獣保護事

業計画に基づき、鳥獣の捕獲許可に関する事務権限を、一部の鳥獣（広域的な保護管

理を必要とするクマ）を除き、市町村に移譲していく。 

 

○ 漁業の管理については、漁業権の設定や漁業・漁船に係る許可・取締といった漁業

調整事務は、広域的な海面に関する事務権限であり、引き続き県で担っていく一方で、

漁船や遊漁船業の登録事務は市町村に移譲していく。 

 

○ 県管理漁港の整備・維持管理については、漁港利用の広域性・地域性を踏まえて、

長期的に県・市町村の管理者の再編について検討していく。 

当面、１市町村内で受益が完結すると判断される漁港を対象に、市町村からの申し

出に応じ協議が整うものについて、漁港管理者としての事務権限を一括して移譲す

る。 
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【商工労働分野】 

○ 民間の事業活動の許認可等に関する事務については、複数市町村にまたがる広域的

な事業活動の規制は県が行い、規制の目的や効果が市町村の区域内に基本的に留まる

ものについては市町村で事務処理が完結するよう、事務権限を移譲していく。 

（ 県 －地域産業集積活性化計画の承認、旅行業の登録等  

市町村－中小企業等協同組合の認可、大規模小売店舗の届出受理等） 

 

○ 商工会議所や商工会の活動に対する許認可事務等は、地域における商工業の振興に

関するものであり、市町村が地域において一元的に商工施策を実施できるよう、事務

権限を移譲していく。 

 

○ 職業訓練・雇用支援等の労働行政については、基本的に市町村の区域を超えた広域

的な事務であり、国の職業労働行政との連携の観点からも、引き続き広域自治体であ

る県で担っていくことが適当である。 
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【土木分野】 

○ 県管理国道及び県道の整備・維持管理については、道路管理の責任を明確にする観

点から道路管理者としての事務を一括して行うものとし、一部権限のみの移譲は行わ

ない。移譲にあたっては市町村道への移管を原則とするが、市については道路法第１

７条第２項の規定に基づき県に協議し、同意を得る方法もある。対象路線・区間につ

いては、申し出のある具体的な路線、区間により現状路線の性質、整備状況や今後の

整備計画、管理能力などから協議（判断）することとするが、空港や高速道路などと

連絡する主要な路線を除く一市町村で起終点が完結する路線を対象とする。 

なお長期的には、県・市町村それぞれが担うべき道路のあり方について検討し、整

理していく。 

 

○ 県管理河川（１級河川の指定区間及び２級河川）の整備・維持管理については、現

行法で移譲（市町村が河川管理者となる）はできないものと考えられ、県が引き続き

担っていく。しかし、環境整備などの河川工事や河川の維持の一部については現行法

でも市町村の実施が可能であり、市町村自らが地域の特性に配慮しながら施工できる

ため、当面はこの制度の活用を図る。 

 

○ 県管理港湾の整備・維持管理については、港湾利用の広域性・地域性を踏まえて、

長期的に県・市町村の管理者の再編について検討していく。 

当面、１市町村内で受益が完結すると判断される港湾を対象に、市町村からの申し

出に応じ協議が整うものについて、港湾管理者としての事務権限を一括して移譲す

る。 

 

○ 海岸(港湾海岸・河川海岸)管理については、占用許可等の日常的な管理事務に関し、

海岸法に基づく知事との協議により要望のある市町村に対し移譲する。 

 

○ 砂防、地すべり、急傾斜の指定地等における事業実施及び占用許可等の管理事務に

ついては、個々の区域指定は小さいものの、防災の観点からの広域的調整や管理が必

要であること、施設工事全体で多大な費用を要することから、引き続き県で担ってい

く。 

 

○ 都市計画における区域区分の決定については、区域指定の影響が市町村の範囲を超え

る広域的なものであることから県で引き続き行い、用途地域等の地域地区決定について

は広域調整の観点から県が引き続き関与する。 
都市計画事業地内における建築許可等の規制権限及び個人施行の都市計画事業の

認可は市町村に移譲していく。 

 

○ 土地区画整理事業や市街地再開発、屋外広告物等、都市行政の開発行為規制等に関

するものは、まちづくりの観点から市町村が積極的に担うべき事務であり、法律上県

に義務づけられた助言等の事務を除き、市町村に事務権限を移譲していく。 

 

○ 建築行政については、建築主事の配置・特定行政庁の設置が可能な市町村に対し、

順次建築基準法等の事務権限を移譲していく。 
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【その他】 

○ 液化石油ガス・高圧ガス等の規制取締に係る権限については、安全安心な住民生活

に関わる分野で市町村の消防行政とも密接に関連することから、市町村消防本部が担

うことを前提に、市町村に事務権限を移譲していく。 

 

○ 土地取引の届出・勧告等、国土利用計画法に係る各種の区域指定や規制・勧告事務

については、市町村のまちづくりと密接に関連することから、市町村に事務権限を移

譲していく。 

 

○ 市町村立学校教職員の人事権をめぐる問題については、全ての市町村教育委員会と

県教育委員会が参画して検討を行い、合意が得られた事項については随時具体化を図

っていく。 

 

○ 文化財保護については、国指定・県指定の文化財の各種の規制権限について、専門

性や広域性の観点から県と市町村で適切に役割分担し、事務を担っていく。 
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ア. 権限移譲メニュー一覧表  
 

事務・権限の移譲事務は、別紙メニュー一覧表のとおりとする。 

 

なお、一覧表の各事務は権限移譲にあたっての最小移譲単位となるものであるが、

関連性の高い事務権限を市町村において包括的に処理することが出来るよう、環境生

活・健康福祉・農林水産・商工労働・土木・その他の各分野において、一連の事務権

限ごとに包括化（パッケージ化）し、権限移譲を協議する場合の基本とする。 

 

 イ. パッケージ設定の考え方とパッケージ一覧表  
 

下記の考え方により、移譲協議の基本となるパッケージを設定する。 

① 行政分野ごとに事務の関連が高いもの 

② 事務を行うに際し、一つの自治体で一連して処理する方が効果的・効率的な

もの 

③ 住民の利便性向上や窓口の混乱回避につながるもの。 

 

パッケージ一覧表は、別紙のとおりとする。 

  

（２）行権限移譲メニュー一覧表と包括移譲（パッケージ）方式 
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ア. 財 源 措 置  

県から市町村へ権限移譲した場合、地方財政法第２８条に基づき、県は移譲した市

町村に対して、その事務を執行するに要する経費について必要な財源措置をしなけれ

ばならない。 

財源措置の方法としては、地方財政措置（普通交付税・特別交付税）、しまね市町

村総合交付金交付要綱（平成１０年４月１日付け９地発第３４７号）に基づく事務処

理特例交付金、その他業務委託費により行う。 

 

（ア）地方財政措置による財源措置 

社会福祉法に基づく福祉事務所の設置、建築基準法に基づく特定行政庁の設置、道

路法に基づく道路管理主体の変更など個別法に基づき事務・権限が移譲されるものの

一部は、その内容に応じて地方交付税算定の対象となり、地方財政措置により財源措

置を行う。（地方財政措置の対象となる事務については、別紙「移譲対象の事務・権

限メニュー一覧表」の特記事項に記載） 

 

（イ）事務処理特例交付金による財源措置 

事務処理特例条例により市町村へ権限の移譲を行う場合、市町村での事務処理に必

要な経費の財源措置として、当該市町村に対し、「しまね市町村総合交付金（事務処

理特例交付金）」を交付する。 

 

この交付金の算定にあたっては、原則として、各事務ごとに「件数比例交付金」「固

定費加算金」「初年度加算金」「特別加算金」の構成からなる基本スキームに基づき

行うこととする。 

なお、各事務ごとの交付金については別途定める。また、各事務ごとの交付金は法

律改正や物価変動等の状況を踏まえ、必要に応じ見直しを行っていく。 

 

【交付金の基本スキーム】 

   件数比例交付金  ＋  固定費加算金  ＋  初年度加算金  ＋  特別加算金  

 

 件数比例交付金   

 移譲事務の処理にあたっての基本的な経費で、事務処理件数に基準単価をかけて算出

するもの（事務の移譲に伴って手数料等の収入が発生する場合は、当該財源相当分は

控除する。） 

 件数比例交付金＝基準単価×事務処理件数－手数料収入 

    基準単価 ＝ 人件費 ＋ 事務費 

    ・人件費：１件あたりの標準事務処理時間×人件費単価 

    ・事務費：１件あたり必要な事務費（旅費、需用費、役務費、その他） 

      ・事務処理件数 ＝ 事務を行う場合の標準的な設定単位（１件）を基にした 

              年間の実績件数 

  

（３）権限移譲に伴う具体的な財源措置・人的支援 
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  固定費加算金   

 事務処理件数の有無に関わらず必要な、年間固定経費相当分 

     固定費加算金 ＝ 基礎分 ＋ 個別事情分 

   ・基礎分：原則として１件の事務を処理する経費相当分（基準単価） 

   ・個別事情分：個別の特殊事情により必要な経費（審議会の開催経費、義務的な

研修会の旅費など） 

 

  初年度加算金   

  新たに移譲事務の処理を開始する年度に限り、事務の執行体制を整備するために交付

するもの 

     初年度加算金＝基礎分＋個別事情分 

     ・基礎分：１事務・権限あたり５万円（ただし、関連事務がある場合は、関連事

務単位で設定） 

      ・個別事情分：必要額の１／２（特別に必要な備品、義務的な研修会の旅費など） 

 

  特別加算金   

  通常予測し得ない特別の事情が生じ、知事が特別の経費を要すると認める場合に、そ

の経費を措置するもの 

（例：裁判等の訴訟費用など。個別の事情に応じ、県と市町村で別途協議して決定する。） 

 

 

（ウ）業務委託費による財源措置 

  事務権限の性質により一部の事務・権限については、業務委託契約に基づく委託費

により財源措置を行う。 
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 イ. 人 的 支 援  
移譲に伴う必要な人員の確保については、上記の財源措置のなかに人件費相当分が

含まれるため、基本的に市町村自らが組織体制を整備し、必要な人材を確保すること

が原則となるが、移譲事務の処理に専門的知識や技術を必要とする場合には、その習

得や人材育成のため、県は以下の人的支援を行うこととする。 

 

 

 移譲前 

 

 1)市町村からの研修生の受け入れ 

 2)「市町村への人材派遣制度」に基づく県職員の派遣（移譲準備） 

 3)市町村へ出張しての助言 

移譲後 
 1)「市町村への人材派遣制度」に基づく県職員の派遣（移譲事務従事） 

 2)市町村へ出張しての助言 

 

 

（ア）「市町村への人材派遣制度」に基づく県職員の派遣 

ⅰ）県では、平成１７年に「市町村への人材派遣制度」（平成１７年１月１１日付け

人第６７３号）を設けており、権限移譲に伴う県職員の派遣は、同制度に基づき行

うこととする。 

具体的には、地方自治法第２５２条の１７に基づき、市町村の要望を受けて、担

当事務内容、期間等につき県と市町村で協議、合意のうえ実施することとし、実施

に当たっては協定書を締結する。 

 

ⅱ）１市町村当たりの派遣人員は、原則として１～２名を限度とする。 

選定に当たっての優先順位づけは、各市町村の希望する職や業務、対応可能な適

任者の有無等をもとに総合判断する。 

 

ⅲ）派遣職員の身分、給与負担、処遇等は、以下のとおりとする。 

 

類型 

 

 

 

身分 

 

 

 

給与 

 

 

時間外・特勤

・休日・夜間

勤務等 

手当 

 

旅費 

 

 

 

赴任手当

帰任手当 

 

 

勤務条件等 

 

 

 

共済組合 

災害補償 

 

 

健康管理 

 

 

 

①移譲前派遣 

 

 

 

併任 

 

 

 

 

 

市町村負担 

 

 

 

 

 

市町村負担 

 

 

 

 

 

市町村負担 

 

 

 

 

 

市町村負担 

 

 

 

 

 

派遣先の規定 

 

 

 

 

 

市町村負担 

 

 

 

 

 

市町村 

 

 

 

②移譲後派遣 

(地方財政措置

等対応分) 

③移譲後派遣(

事務処理特例

交付金対応分) 

 

併任 

 

 

県負担 

 

 

県負担 

 

 

県負担 

 

 

県負担 

 

 

派遣先の規定 

 

 

県負担 

 

 

県 

 

※給与の支給方法 

「①移譲前派遣」及び「②移譲後派遣（地方財政措置等対応分）」の場合は、県において

給与を支給し、派遣先市町村が所要額を負担金として納付することを原則とする。 

「③移譲後派遣(事務処理特例交付金対応分)」の場合は、給与は県において支給し、事務

処理特例交付金（市町村総合交付金）の算定に当たっては人件費分を計上しない。 
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ⅳ）移譲後派遣の派遣時期は４月を原則とし、派遣要望は、基本的には「権限移譲の

協議申出書」の提出にあわせて前年８月末までに申し出ることとする。 

ただし、県においても職員数が僅少な職種については、移譲年度の前年３月末ま

でに申し出ることとする。 

移譲前派遣の場合は、派遣希望時期を勘案し、十分な協議期間を確保したうえで

申し出ることとする。 

 

（イ）市町村からの研修生の受け入れ 

ⅰ）市町村の要望を受けて、内容、期間等につき県と市町村で協議、合意のうえ実施

する。研修期間が相当程度の長期に及ぶ場合は、予め協定書を締結する。 

ⅱ）研修生の給与等は市町村の負担とする。 

 

（ウ）市町村へ出張しての助言 

市町村の要望を受けて、内容、期間等につき県と市町村で協議、合意のうえ実施

する。 
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 ア. 移譲の時期  

事務権限の移譲時期は、原則として毎年４月１日とする。ただし、特別な事情があ

る場合は、個別に協議の上、移譲時期等を決定することとする。 

 

 イ. 移譲協議の流れ  
基本的には次のスケジュールのとおりとし、個別事務・権限の内容や市町村の状況

により弾力的な対応を行う。 

 

時  期 内   容 

適 時 移譲を検討している事務権限について事前連絡 ① 

４月～７月 事務処理体制、事務の詳細、課題整理などの調整 
 

② ③ 

７月下旬 「権限移譲の協議申出書」の照会 ④ 

８月下旬 「権限移譲の協議申出書」の提出 ⑤ 

９月～３月 移譲可否の最終決定、条例改正(１１月議会)、事務引継など ⑥ ⑦ 

翌年４月 事務・権限の移譲  

 

ウ. 具体的な移譲の手続き  
① 権限移譲を希望する市町村は、翌年度以降の移譲の検討を行っている事務権限に

ついて、当該事務権限を所管する課(権限所管課)及び市町村課へ事前に連絡をする。

（適時） 

 

② 事前連絡を受けた市町村課は、権限所管課に対して、希望市町村との移譲に向け

た事前協議を行うよう依頼する。（４月～７月） 

 

③ 依頼を受けた権限所管課は、希望市町村の事務処理体制の確認、事務の詳細な情

報提供、課題整理等を行う。その際、必要に応じて関係地方機関や関係市町村と調

整を行う。（４月～７月） 

 

 ④ 市町村課は、市町村の権限移譲担当課へ権限移譲の希望について照会する。 

（７月下旬） 

 

⑤ 権限移譲を希望する市町村は、事前協議が整ったものについて、「権限移譲の協

議申出書」により市町村課に移譲の協議を申し出るものとする。（８月下旬） 

（４）移譲時期と申し出手続

き 
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⑥ 協議申出書の提出を受けた市町村課は、権限所管課に対して、希望市町村との事

前協議が整っているか最終確認を行う。（１１月議会で改正する場合は９月） 

 

⑦ 権限移譲を行うこととなった場合は、権限所管課において「知事の権限に属する

事務の処理の特例に関する条例」又は「島根県教育委員会の権限に属する事務の処

理の特例に関する条例」の改正等を行い、市町村課から市町村へ通知する。 
（１０月～１２月） 

 

⑧ 既に市町村に権限移譲している事務等について、法改正等により新たな事務が追

加になった場合などに、住民の利便性等の観点から、速やかに対応するため、県か

ら市町村へ事務内容を説明し協議の申し出を行うことがある。（適時） 

 

 エ. 基本的な移譲の流れイメージ図  
 

  市町村 権限所管課

市町村課 

特例条例

①事前連絡 
⑤権限移譲の協議申出書の提出

②依頼

⑥確認

①事前連絡 ③協議

③協議

⑦改正

⑧説明・協議

④権限移譲の協議申出書の照会 
⑦通知 
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 今わが国の行財政システムは、歴史的転換点とも言うべき大きな変わり目に直面して

おり、従来の中央主導の画一的行政システムから、地域のことは地域自らで決める地域

主導型行政システムに社会構造を大きく変革する必要があります。 

 そういう観点から、「地方分権」及びその一環としての「権限移譲」の推進は、今後

長期に亘る不断の取り組みとして進めていかなければなりません。 

 県は、地方行政のパートナーである市町村と連携しながら、引き続き下記の点に留意

しながら、権限移譲の取り組みを進めて行きます。 

 

 ア. 時代状況に応じた権限移譲計画の適切な見直し  

今後、個別の法律改正や権限移譲を取り巻く環境・体制等の状況変化に応じ、随時

適切に権限移譲計画の内容を見直していきます。 

 

 イ. 権限移譲に係る国の制度的障壁の除去に向けての提案  

望ましい権限移譲を進めるうえで、現時点において様々な国の法律上の制約や国庫

補助金・地方財政制度上の障害があることから、制度の改善や規制緩和に向けての具

体的な提案を国に対し行っていきます。 

 

 ウ. 地方分権・権限移譲に係る社会全体の意識醸成  

国・県・市町村の関係のあり方を見直し、真の分権型社会を創るためには、国民及

び社会全体の理解と協力が必要なことから、地方行政に関わる関係者・関係機関はも

とより、広く住民への周知啓発に努めていきます。 

  

第４　今後の権限移譲の取り組み
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     ・権限移譲パッケージ一覧表 

 

 
 

     ・移譲対象の事務・権限メニュー一覧表 
 

  

別  紙 
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移譲対象の事務・権限メニュー一覧表 

 
 
 
 

１．「条件」欄  

 

専門職員の配置など一定の規模・体制等が必要な場合、地域要件等から一定のケースを移譲

対象外とする場合など、移譲に当たっての条件を記載しています。 

 

 

 
 

２．「特記事項」欄  

 

複数の事務・権限を一連の事務として必ずセットで移譲する必要があるものについては、そ

の旨を記載しています。 

また、その他の課題、留意事項等についても記載しています。 

 
 
 
 

３．「市町村関与」欄  

 

現行事務フローの中での市町村関与の度合いについて、次の基準に基づきＡＢＣの３つに区

分して記載しています。 

（基準） 

 Ａ・・・現行において、事務の多くの部分を市町村が担っている。 

     （例、農地転用、市町村立学校教職員の手当認定） 

 Ｂ・・・現行において、受付窓口等事務の一部分を市町村が事務を担っている。 

     （例、特別児童扶養手当の認定等、都計法に基づく開発行為許可申請の受理） 

 Ｃ・・・現行において、市町村の関与はほとんどない。 

 
 
 
 

４．「体制等の難易度」欄  

 

 事務処理に必要な市町村の体制等の難易度について、次の基準に基づきＡＢＣの３つに区分

し記載しています。 

（基準） 

 Ａ・・・比較的事務処理の容易なものであり、市町村の規模にかかわらず、事務・権限の移

譲が事務マニュアルのみ、あるいは短時間の研修で可能な事務。 

     （例、書類審査のみの届出等の受理、身体障害者相談員の委託） 

 Ｂ・・・Ａ、Ｃ区分以外の事務。 

 Ｃ・・・比較的高度専門性を要する事務であり、一般的に、現在の市町村において事務処理

に必要な専門職員（資格職）を有していないと思われる事務。 

     （例、特定行政庁、薬局の開設許可等薬剤師が必要な事務） 
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様式（権限移譲の協議申出書） 

 

 

○ ○ 第     号  

令和  年  月  日  

 

 

 島 根 県 知 事 様 

 

 

○ ○ 市（町・村）長 

 

 

権限移譲の協議申し出について 

 

 「市町村への権限移譲計画」に基づき、下記の事務・権限について権限移譲の協議を

申し出ます。 

 

記 

 

ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ名 事務番号 事務・権限の名称 移譲希望時期 
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